
長岡京市定期券等購入補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内に居住している学生や高齢者に対し、交通費の一部を補助するこ

とにより、公共交通による通学や高齢者の移動を支援するとともに、公共交通の利用を促

進し、自家用車に頼らず生活できる、安心・安全な公共交通中心のまちづくりを推進し、

持続可能な公共交通の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「学生」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の

規定による学校又は阪急電鉄株式会社の指定を受けた機関に通学する者をいう。 

２ この要綱において「高齢者」とは、第６条に規定する申請の時点において６５歳以上の

者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている学生又は高

齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 当該補助対象定期券等に対し、販売額から補助額を差し引いた金額以上の通勤手当

等ほかの金銭的給付を受けていないこと。 

 ⑵ 世帯員全員が長岡京市暴力団排除条例（平成２４年長岡京市条例第２０号）第２条第

３号に規定する暴力団員等でないこと。 

（補助対象定期券等） 

第４条 補助対象者が、交通費の補助を受けることができる定期券等（以下「定期券等」と

いう。）は、阪急バス株式会社及び京都京阪株式会社が販売する次の各号に掲げるものとす

る。 

 ⑴ ｈａｎｉｃａ通学定期券（以下「通学定期券」（以下「通学定期券」という。） 

 ⑵ ｈａｎｉｃａスクールパス（以下「スクールパス」という。） 

 ⑶ ｈａｎｉｃａグランドパス６５（以下「グランドパス６５」という。） 

 ⑷ ｈａｎｉｃａグランドパス７０（以下「グランドパス７０」という。） 

 ⑸ 長岡京・淀線共通定期券（通学定期券に限る。以下「共通定期券」という。） 

（補助金の額） 

第５条 補助対象者の定期券等に係る補助金の額は、予算の範囲内で、別表第１から第４に

定める通用期間及び運賃区間に応じた額とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、長岡京市定期券

等購入補助金交付申請書兼請求書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 通学定期券、スクールパス及び共通定期券については、学生証又は通学証明書の写し 

 ⑵ グランドパス６５及びグランドパス７０については、年齢の確認できる公的な証明

の写し 



２ 前項において、第３条の学生が、申請の時点において１８歳未満の場合、法定代理人及

び法定代理人の配偶者は、第３条第１号及び第２号に該当する者でなければならない。 

（事後申請） 

第６条の２ 申請者は、前条第１項の規定にかかわらず、定期券等の購入後に申請を行うこ

とができる。この場合において、申請書に購入した定期券等の写しを添えて、定期券等の

通用期間の終了日までに市長に申請しなければならない。 

（交付の決定及び確定） 

第７条 市長は、前２条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書に係る補助金交付

の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、長

岡京市定期券等購入補助金交付決定通知書（別記様式第２号。以下「決定通知書」という。）

により通知するものとする。 

２ 前項の規定による審査により補助金を交付しない旨の決定をしたときは、申請者に対

し長岡京市定期券等購入補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により通知する。 

３ 第 1 項の決定通知をもって長岡京市補助金等交付規則（昭和５７年長岡京市規則第８

号）第９条の確定通知とみなす。 

（補助券の交付等） 

第８条 市長は、前条の規定により交付を決定したときは、第６条の２の規定による申請を

除き、補助金の交付に代えて、長岡京市定期券等購入補助券（別記様式第４号。以下「補

助券」という。）を前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決

定者」という。）に交付するものとする。 

（補助券の有効期間） 

第９条 補助券の有効期間は、補助券に記載された発行日の属する年度の３月３１日まで

とする。 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助決定者は、補助金の交付申請を取下げるときは、速やかに市長に長岡京市定

期券等購入補助金交付申請取下届（別記様式第５号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、補助決定者から前項の規定による届出を受理した場合は、長岡京市定期券等購

入補助金交付決定取消通知書（別記様式第６号）によりその旨を通知する。 

（購入の手続） 

第１１条 補助決定者は、阪急バス株式会社の指定する定期券等の発売場所において、補助

券を使用の上、補助券に記載のある通用期間及び運賃区間の定期券等を補助券に記載の

ある補助金額を控除した金額で購入することができる。 

２ 前項に規定する手続きを行った補助決定者は、受領書（別記様式第７号）を阪急バス株

式会社又は市長に提出するものとする。 

（請求） 

第１２条 阪急バス株式会社は、補助決定者から補助券の提出を受けたときは、補助券を添

付して長岡京市定期券等購入補助金報告書及び請求書（別記様式第８号）を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、第６条の２の規定により申請書を受理し、第７条に基づき補助金の交付決定を



行ったときは、長岡京市会計規則（平成１７年長岡京市規則第２６号）第３６条第２項の

規定に基づき、交付決定者に対し、請求書の提出を待たずに申請者が指定する金融機関の

口座に補助金を振り込むものとする。 

（譲渡等の禁止） 

第１３条 補助券は他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは担保に供してはならない。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助決定者が補助金の交付後において、阪急バス株式会社に払戻し請求

を行ったとき又は運賃以外の用途に使用したときは、補助決定者に対し払戻し金額又は

運賃以外の用途に使用した金額に応じた補助金の返還を求めることができる。 

２ 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者に対して、その

全部又は一部の返還を求めることができる。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（補助金の交付申請等の特例） 

２ 申請者は、令和４年度に限り、第６条から第８条の規定にかかわらず、定期券等の購入

後に申請を行うことができる。この場合において、申請書に購入した定期券等の写しを添

えて、定期券等の通用期間の開始日から３０日以内又は令和４年６月３０日のいずれか

遅い日までに市長に申請しなければならない。 

３ 前項の規定により交付申請をした場合においては、第７条中「前条」とあるのは「附則

第２項」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定により交付申請をした場合において、通用期間の開始日が令和４年３月

３１日以前で終了日が令和４年４月１日以降の通学定期券を購入した場合の補助額は、

別表第１の該当する通用期間及び運賃区間の補助額を当該通用月数で除した金額に令和

４年４月から当該通学定期券の終了日の属する月までの数を乗じた額から千円未満を切

り捨てた額とする。 

５ 第２項の規定により交付申請をした場合において、通用期間の開始日が令和４年３月

３１日以前で終了日が令和４年５月３１日以前のグランドパス６５を購入した場合は補

助対象外とし、通用期間の開始日が令和４年３月３１日以前で終了日が令和４年６月１

日以降のグランドパス６５を購入した場合の補助額は、令和４年４月から当該グランド

パス６５の終了日の属する月までの数に千円を乗じた額とする。 

６ 第３項の規定により交付決定を受けた申請者は、第７条に基づく通知を受けた日から

３０日以内に、決定通知書の写しを添えて長岡京市定期券等購入補助金交付請求書（別記

様式第９号）により補助金の請求を行わなければならない。 

７ 市長は、前項の規定による補助金の交付請求を受理したときは、審査の上、適当と認め

たときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月２６日から施行し、令和４年４月 1日より適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 

（補助金の額の特例） 

２ この要綱による改正後の長岡京市定期券等購入補助事業実施要綱の規定は、この要綱

の施行の日以後に購入した定期券等に係る補助金について適用し、同日前に購入した定

期券等に係る補助金については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月 3日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年３月２４日から施行する。 

 （補助金請求の特例） 

２ 第６条の２の規定により令和７年３月２１日までに交付申請し、交付決定を受けた補

助決定者は、第 7条の通知を受けた日から３０日以内に、決定通知書の写しを添えて長岡

京市定期券等購入補助金交付請求書（別記様式第９号）により補助金の請求を行わなけれ

ばならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 

（補助金の額の特例） 

２ この要綱による改正後の長岡京市定期券等購入補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後に購入した定期券等に係る補助金について適用し、同日前に購入した定期

券等に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年９月１日から施行する。 



 

別表第１（第５条関係） 

券種 運賃区間 補助額 

１か月 ３か月 ６か月 

通学定期券 １７０円 ４，０００円 １１，５００円 ２２，０００円 

 １８０円 ４，５００円 １３，０００円 ２４，０００円 

 １９０円 ４，５００円 １４，０００円 ２６，０００円 

 ２００円 ５，０００円 １５，０００円 ２８，０００円 

 ２１０円 ５，５００円 １６，０００円 ３０，０００円 

 ２２０円 ６，０００円 １７，０００円 ３２，０００円 

 ２３０円以上 ６，０００円 １８，０００円 ３４，０００円 

通学定期券（小児） １７０円 ２，０００円 ５，５００円 １１，０００円 

 １８０円 ２，０００円 ６，５００円 １２，０００円 

 １９０円 ２，０００円 ７，０００円 １３，０００円 

 ２００円 ２，５００円 ７，５００円 １４，０００円 

 ２１０円 ２，５００円 ８，０００円 １５，０００円 

 ２２０円 ３，０００円 ８，５００円 １６，０００円 

 ２３０円以上 ３，０００円 ９，０００円 １７，０００円 

通学定期券（特割） １７０円 ３，０００円 ９，５００円 １８，０００円 

 １８０円 ３，５００円 １０，０００円 １９，５００円 

 １９０円 ３，５００円 １１，０００円 ２０，５００円 

 ２００円 ４，０００円 １１，５００円 ２２，０００円 

 ２１０円 ４，０００円 １２，５００円 ２３，５００円 

 ２２０円 ４，５００円 １３，０００円 ２５，０００円 

 ２３０円以上 ４，５００円 １４，０００円 ２６，５００円 

 

別表第２（第５条関係） 

券種 期間 補助額 

２００円区間まで ２３０円区間以上 

ｽｸｰﾙﾊﾟｽ １学期 １５，０００円 １９，０００円 

 ２学期 １７，０００円 ２１，０００円 

 ２学期+ １８，０００円 ２３，０００円 

 ３学期 １２，０００円 １５，０００円 

 学年 ４７，０００円 ５８，０００円 

ｽｸｰﾙﾊﾟｽ（小児） １学期 ７，５００円 ９，５００円 

 ２学期 ８，５００円 １０，５００円 

 ２学期+ ９，０００円 １１，５００円 



 ３学期 ６，０００円 ７，５００円 

 学年 ２３，５００円 ２９，０００円 

ｽｸｰﾙﾊﾟｽ（特割） １学期 １２，５００円 １５，０００円 

 ２学期 １３，５００円 １６，５００円 

 ２学期+ １４，５００円 １８，０００円 

 ３学期 ９，５００円 １１，５００円 

 学年 ３７，５００円 ４５，５００円 

 

別表第３（第５条関係） 

券種 補助額 

３か月 ６か月 １年 

グランドパス６５ ４，０００円 ９，０００円 ２０，０００円 

グランドパス７０ ４，０００円 ８，０００円 １７，０００円 

別表第４（第５条関係） 

券種 期間 補助額 

２３０円区間 

共通定期券 1か月 ６，０００円 

 3か月 １８，０００円 

 6か月 ３４，０００円 

 1学期 ２０，０００円 

 2学期 ２２，０００円 

 3学期 １６，０００円 

共通定期券（小児） 1か月 ３，０００円 

 3か月 ９，０００円 

 6か月 １７，０００円 

 1学期 １０，０００円 

 2学期 １１，０００円 

 3学期 ８，０００円 

共通定期券（特割） 1か月 ４，５００円 

 3か月 １４，０００円 

 6か月 ２６，５００円 

 1学期 １６，０００円 

 2学期 １７，５００円 

 3学期 １２，５００円 

 


